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第２章       就業支援に関する施策等
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（５） 育児・介護等のために退職した者に対する再就職支援の推進

　育児、介護等のために退職し、将来、再就職を希望する者が円滑に就職できるよう、情報提
供、セミナーの開催等を行うとともに、再就職準備のための取組を計画的に行えるよう、キャ
リアコンサルティングの実施、再就職に向けた具体的なプランの策定支援、インターンシップ
（再チャレンジ職場体験）の実施等を内容としたきめ細やかな支援を行う「再チャレンジサポー
トプログラム」を実施した。また、再就職準備に関する情報及び育児・介護サービスに関する
情報をインターネットで総合的に提供した。

（６） 仕事と家庭の両立支援対策のためのその他の取組

　経済産業省においては、事業所内託児施設を設置する中小企業者に対する融資制度の実施
や、仕事と育児を両立できる職場環境の整備を先進的に取り組んでいる中小企業における少子
化対策の分析、整理を行うなど、中小企業に対する仕事と家庭の両立支援を実施した。
　さらに、商店街の空き店舗等を活用して、保育所等の育児支援施設を設置・運営する際の改
装費や賃借料など立ち上げに係る費用の一部を補助し、待機児童問題の解消や女性の社会進出
といった少子化社会等への対応を図った。さらに保護者等のニーズを踏まえ、ＮＰＯ・民間企
業等の連携による新たな育児関連サービスの提供の支援を実施した。

　次世代育成支援対策推進法に基づき、すべての地方公共団体において、地域における子育て
支援の充実、子どもや母親の健康の確保、児童虐待防止対策の充実、母子家庭等の自立支援の
推進等を盛り込んだ地域行動計画が策定され、次世代育成支援のための取組が進められた。

　母子家庭の母、寡婦等の就職困難者に係る労働力需給調整機能を強化し、就職困難者の再就
職の促進を図るため、就職困難者に対して就職のあっせんを行う無料職業紹介事業者に対する
研修会を実施した。具体的には、無料職業紹介事業の許可を取得した母子福祉団体や特定非営
利活動法人（NPO法人）等、就職困難者に対して就職のあっせんを行う無料職業紹介事業者（役
員や紹介業務従事者）を対象者とし、（社）全国民営職業紹介事業協会に委託して、①職業相談
（カウンセリング）の実施方法、②母子家庭の母等就職困難者の職業紹介の実施方法、③民営職
業紹介事業をめぐる諸問題等といった職業相談・職業紹介に係るノウハウ等を提供する無料職
業紹介事業者研修会を平成20（2008）年２月に行った。

５　次世代育成支援のための地域行動計画に基づく取組の推進

６　無料職業紹介事業者研修会


